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操作方法① 交付申請（p.11）

操作方法② 変更交付申請（p.23）

操作方法③ ユーザーレビュー(p.37)

操作方法④ 実績報告（p.44）



jGrantsとは
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jGrantsとは

デジタル庁が運営する補助金の電子申請システム

対象

・個人事業主や中小企業などの法人が利用可能

機能

・補助金・助成金の検索

・補助金申請状況の管理

・チャットボットでの質問対応

公式ホームページ https://www.jgrants-portal.go.jp/
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手続きのイメージ
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東
京
都

東
京
都

事
業
所

事
業
所

従来の方法との違い

１.押印不要

• ログイン時の認証機能によって、押印不要で各種

手続きが可能（印鑑証明書提出不要）

２.申請にかかる経費削減

• 資料印刷や郵送代など申請にかかるコストを削減

３.いつでも申請可能

• 電子システムだから時間に縛られない

ｊＧｒａｎｔｓ 活用のメリット
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Ｊグランツでの申請の流れ

東
京
都

事
業
所

Ｊグランツ

Ｊグランツ

Ｊグランツ
ID
申請

支払い

交付申請

実績報告

１. GビズIDの取得

•デジタル庁が提供する共通認証システムのためのＩＤで

す。取得をお願いします。（他補助金でも利用可）

２.交付申請書類の提出

•東京都がご案内いたしました様式を手順に沿ってご提出く

ださい。⇒操作方法①（または②）参照

３.実績報告書類の提出

•東京都がご案内いたしました様式を手順に沿ってご提出く

ださい。⇒操作方法③～④参照

４.東京都からの支払いを確認

•確定いたしました金額を指定の口座に振り込みます。
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jGrantsで申請するには
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チャート

GビズIDを

GビズIDを作成して
ください

依頼メールに添付され
ているURLから申請に

進んでください

持っている

作成した

持っていない
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GビズIDの取得

ビズG ID

| Home

https://gbiz-

id.go.jp/app/rep/reg/

apply/show

ビズ よくある質問G ID | 

ビズ よくある質問G ID | 

https://www.jgrants-

portal.go.jp/request-

flow

GビズIDとは

• 様々な行政サービ

スにログインでき

るアカウント

• 発行に時間がかか

る（２週間ほど）

• 詳細は以下をご確

認ください

GビズID | Home

GビズIDの作成

• https://gbiz-
id.go.jp/app/rep/reg/
apply/show

• 上記のリンクから

アカウントを作成

できます

• お問い合わせ等

GビズID | よくある

質問

申請の流れ

• https://www.jgrants-
portal.go.jp/request-
flow

• 基本的な申請の流

れは上記のリンク

からご確認いただ

けます。
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操作方法①
交付申請
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②「ログインして申請する」
を押下する

①依頼メールに
添付されている

URLを
クリックすると、
申請フォームに遷移

交付申請 申請するフォームの確認を
お願いします

（補助金名や年度を確認）
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交付申請

③ GビズIDとパスワードを入力し、
「ログイン」を押下する
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④「申請する」を押下する

交付申請
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⑤空欄になって
いる欄は入力

してください。

GビズID申請時に
登録した内容が
入力されています

（空欄がある場合は手
動で入力ください）

下
に
ス
ク
ロ
Ｉ
ル
し
て
次
へ

交付申請
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交付申請
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⑥すべての項目の入力と、
ファイル添付が終わったら
「申請する」を押下する

「交付申請」段階では
添付不要です



⑦入力した内容を確認し
「申請する」を押下する

交付申請
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（参考）進捗状況の確認

「マイページ」で
申請履歴を

確認できます。

「事業」欄の該当案件を
クリックすると申請状況

を確認できます。
※右の「補助金」欄では

ありません
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（参考）進捗状況の確認

申請状況を
確認できます。
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差戻しがあった場合、
メールの通知があった後

申請状況が「差戻し対応中」
に変わります

差し戻しへの対応

①【作成済みの申請＞申請】
「作成済みの申請」の
差戻しされた申請の
リンクを押下する

ログイン後、「マイページ」のタブを選択し、
「事業」欄の該当案件をクリックすると

このページに移ります
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①【作成済みの申請＞申請】
「作成済みの申請」の
差戻しされた申請の
リンクを押下する

差戻しがあった場合、
メールで通知後
申請状況が

「差戻し対応中」
に変わります
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ログイン後、
「マイページ」のタブを選択すると

このページに移ります

差し戻しへの対応



③「申請する」を
押下し再提出する
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②【書類提出】
修正した申請書類を
再度アップロード

差し戻しへの対応



操作方法②
変更交付申請
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※変更交付申請を行わない場合も手続きが必要です



15

①「ログイン」を
押下する

変更交付申請意向確認 ※変更交付申請を行わない場合も手続きが必要です。
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②「マイページ」を
押下する

変更交付申請意向確認 ※変更交付申請を行わない場合も手続きが必要です。



変更交付申請意向確認

交付決定が終わると、
手続きのステータスが

「変更交付申請意向確認」
に変わります
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③該当する「事業」を
押下する

※変更交付申請を行わない場合も手続きが必要です。



変更交付申請意向確認
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一
番
下
ま
で
ス
ク
ロ
Ｉ
ル

※変更交付申請を行わない場合も手続きが必要です。



変更交付申請意向確認
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④「変更交付申請意向確認＿申請フォーム」
となっていることを確認して押下する

※変更交付申請を行わない場合も手続きが必要です。



変更交付申請意向確認
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下
へ
ス
ク
ロ
Ｉ
ル

⑤必要な項目を入力

※変更交付申請を行わない場合も手続きが必要です。



変更交付申請意向確認
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⑥選択してラジオボタンを
押下する

第2回に交付申請を行った場合は、
変更交付申請はできませんので、
「変更交付申請の対象外である」を

選択してください。

⑦いずれかのラジオボタンを選択したら、
押下する

（「変更交付申請を行わない」または、
「変更交付申請の対象外である」を

選択した場合は、操作方法②は終了です。）

※変更交付申請を行わない場合も手続きが必要です。



事務局の承認が終わると、
手続きのステータスが

「変更交付申請」に変わります
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※「変更交付申請を行う」を選択した場合のみ該当変更交付申請

⑧該当する「事業」を
押下する
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一
番
下
ま
で
ス
ク
ロ
Ｉ
ル

変更交付申請 ※「変更交付申請を行う」を選択した場合のみ該当
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⑨「変更交付申請＿申請フォーム」と
なっていることを確認して押下する

変更交付申請 ※「変更交付申請を行う」を選択した場合のみ該当
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下
へ
ス
ク
ロ
Ｉ
ル

⑩必要な項目を入力

変更交付申請 ※「変更交付申請を行う」を選択した場合のみ該当
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⑪作成した「変更交付申請様式集」
（Excelファイル）を添付。

⑫「申請する」を押下する

変更交付申請

「変更交付申請」段階では
添付不要です

※「変更交付申請を行う」を選択した場合のみ該当
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変更交付申請

進捗状況の確認方法

• P18をご覧ください。

差戻しがあった場合の対応

• P20をご覧ください。



操作方法③
ユーザーレビュー

※ユーザーレビューが終わらないと実績報告に進めません
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15

ユーザーレビュー

①「ログイン」を押下する

※ユーザーレビューが終わらないと実績報告に進めません
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ユーザーレビュー

②「マイページ」を
押下する

※ユーザーレビューが終わらないと実績報告に進めません
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ユーザーレビュー

③対応する事業を
押下する

※ユーザーレビューが終わらないと実績報告に進めません
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下
に
ス
ク
ロ
Ｉ
ル
し
て
次
へ

ユーザーレビュー ※ユーザーレビューが終わらないと実績報告に進めません
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ユーザーレビュー

④「新規申請する」を
押下する

対応する事業のユーザーレビューに
なっていますか

※ユーザーレビューが終わらないと実績報告に進めません
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ユーザーレビュー

⑥「申請する」を
押下する

⑤ユーザーレビューに
回答する

※ユーザーレビューが終わらないと実績報告に進めません



操作方法④
実績報告の操作
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15

実績報告

①「ログインして申請する」を
押下する
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実績報告

②「マイページ」を
押下する
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実績報告

③対応する事業を
押下する
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下
に
ス
ク
ロ
Ｉ
ル
し
て
次
へ

実績報告
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実績報告

④「新規申請する」を
押下する

対応する事業の実績報告に
なっていますか



⑤【書類提出】
「ファイルを選択」を押下し、
報告書類をアップロード

⑥「申請する」を
押下する

報告書類はExcelで提出して
ください。

GH

実績報告
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お問い合わせ

電子申請でのご協力ありがとうございます
ご不明点等ございましたらお問い合わせください

連絡先

東京都 福祉局 障害者施策推進部
地域生活支援課 居住支援担当

白井、村瀬

令和７年度担当

０３-５３２０-４１５１

メール

メール

S1140702@section.metro.tokyo.jp

※「グループホーム体制強化補助金の件」
とお伝えいただくとスムーズです

mailto:S1140702@section.metro.tokyo.jp
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